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社会貢献型株主優待サービス「エコ優待」の取り扱い開始について 
 

 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（取締役社長 岡内欣也）は、株主優待制度の活用を通じて上場企

業が行うＣＳＲ活動をサポートする『社会貢献型株主優待サービス（愛称：エコ優待）』の取り扱いを

開始致します。企業の株主優待サービスを提供するのは、本邦証券代行機関として初めての取組

みとなります。 
 
『エコ優待』は、排出権の取得（カーボンオフセット）などの環境保護活動をはじめとした「社会貢

献活動への寄付等」を株主優待制度に組み込むことにより、企業が株主に代わって社会貢献活動

を実施するものです。 

 

１．業務内容 

・ 当社は、お客さまである上場企業とサービス委託契約を締結し、当該企業の株主へ、株主優

待サービスをご提供します。優待サービスは原則として複数の優待物から選べる仕組みとし、

その選択肢の中に、社会貢献活動団体への寄付やカーボンオフセットを加えることができま

す。社会貢献活動以外の一般商品も優待物に加えることにより、株主の選択肢の拡大、満足度

の向上を図ります。 
・ 企業が社会貢献活動としてカーボンオフセットを組み入れる場合には、当社は、それを実現す

るための排出権信託受益権を提供することも可能です。 
・ 「社会貢献活動支援団体への寄付」を組み入れる場合には、当社は、１１の社会貢献活動支援

団体と提携し、各企業のニーズに合わせた団体を紹介します。 
 
２．業務開始日 
  平成 20 年 10 月１日 

 

３．背景と目的 
株主優待制度は、全上場会社の 4 分の 1 強に当たる約 1,100 社で導入済みであり、今後も増

加していくことが見込まれます。今後、新たに株主優待制度の導入を検討している企業はもちろ

ん、既に株主優待制度を導入済みの企業においても、本サービスの実施により、比較的小さな

付加コストで「株主を通じたＣＳＲ活動」「株主の選択肢拡大」といったメリットが得られると共に、

株主優待に係る株主管理事務をアウトソースすることができます。 
 
 

 

三菱ＵＦＪ信託銀行は、株主名簿管理人としての圧倒的シェア（全上場企業 3,954 社中 1,620 社

受託。シェア約 41.0％）を持つ強みを活かし、今後も幅広く法人企業さま及びその株主の利便性向

上に努めると共に、本サービスを通じてお客さまのＣＳＲ活動のサポートを行ってまいります。 
 

以 上 



（別 紙） 

 

 

・寄付 
・排出権 
・一般商品 等 

 

【エコ優待のイメージ図】  
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【「エコ優待」提携団体（平成 20 年 9 月 30 日現在）】 

 

有限責任中間法人 環境パートナーシップ会議 

ジュニア・アチーブメント日本 

特定非営利活動法人 シルバー総合研究所 

特定非営利活動法人 スペシャルオリンピックス日本 

特定非営利活動法人 日本ＮＰＯセンター 

社団法人 日本環境教育フォーラム 

社団法人 日本ナショナル・トラスト協会 

社団法人 日本フィランソロピー協会 

財団法人 日本野鳥の会 

特定非営利活動法人 日本ＵＮＨＣＲ協会 

特定非営利活動法人 ファザーリング・ジャパン 

※五十音順 

 


